
別紙２「実施機関及び受診予定者数」

実施機関
姫路自動車

検査登録事務所
姫路海事事務所

計

実施項目
TEL 079-231-5080
FAX 079-233-9511

TEL 079-234-2511
FAX 079-234-2512

１． 一般定期健康診断

《検査項目》（年令は令和7年3月31日現在）

Ⅰ．全員が対象となる検査項目

a.一般検診及び計測（既往歴及び業務歴、自覚・他覚症状、身長、体重、視力、
　血圧測定、腹囲、BMI）

61 (59) 12 (8) 3 4 80

b.聴力検査〔簡易聴力検査〕 61 (59) 12 (8) 3 4 80

c.胸部Ｘ線検査(間接撮影）
　※ただし、併せて２．jを受診する者については、胸部Ｘ線間接撮影を直接撮
　　 影に変えて実施するものとし、同一の検査の項目については、重複しないよ
     うにするものとする。

61 (59) 12 (8) 3 4 80

d.尿検査〔蛋白・糖〕 61 (59) 12 (8) 3 4 80

Ⅱ．35歳及び40歳以上の職員が対象となる検査項目（Ⅰ．に対する追加項目）

e.血液検査（ＬＤＬコレステロール検査、中性脂肪検査、ＨＤＬコレステロール
  検査、肝機能検査、貧血検査、血糖検査）

31 (29) 7 (1) 2 1 41

f.心電図検査（安静時標準１２誘導） 31 (29) 7 (1) 2 1 41

Ⅲ．40歳以上の職員が対象となる検査項目（Ⅰ．に対する追加項目）

g.胃部エックス線検査 17 (15) 1 (0) 1 0 19

h.胃部内視鏡検査 6 (0) 1 (0) 0 0 7

i.便潜血反応検査 29 (27) 7 (1) 2 1 39

j.喀痰細胞検査（喫煙指数６００以上の職員） 3 (3) 0 (0) 0 0 3

２．特別健康診断
k.石綿に係る健康診断
(業務歴の調査、石綿による既往歴の有無の検査（咳、痰、息切れ、胸痛等。）、
自覚症状等の検査（咳、痰、息切れ、胸痛等。）、胸部エックス線直接撮影による
検査及び胸部のCTによる検査（医師が必要と認める場合に限る）

1 (1) 1 (0) 0 0 2

３．臨時の健康診断

l.ＶＤＴ健診 6 (6) 1 (0) 1 0 8

m.婦人科健診

  乳房検査（以下の項目のうち、受診者が希望する検査(複数選択可)）
  触診、超音波検査、マンモグラフィー検査

　　　超音波検査 13 (12) 6 (0) 1 0 20
　　　マンモグラフィー 12 (10) 4 (0) 0 0 16
　子宮検査
　　　子宮細胞診

11 (11) 6 (0) 1 0 18

※受診予定者数は6月1日現在の予定であり、転入等による変動もあるため、この人数を確約するものではない。

(　 )は一般会計職員内数

兵庫陸運部

TEL 078-453-1106
FAX 078-431-8761

神戸市東灘区
魚崎浜町34-2

姫路市飾磨区
中島福路町3322

神戸運輸監理部

神戸市中央区
波止場町1-1

TEL 078-321-3142
FAX 078-321-3154


